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共通事項 □ 各建築設備 （電気、ガス、給排水衛生、非常照明、換気、排煙、空調、消防、昇降機設

備等） については、関係諸官庁等と事前に協議、調整し、それぞれの関係法令に適合

することを再確認の上、施工する。

建築設備の構造方法 □ 建築設備の構造方法は特記なき限り、「建築設備耐震設計・施工指針」によるものとす

（昇降機を除く） る。

□ 配管設備の構造方法は令第129条の2の4第2号の規定に基づき、施工するものとする。

建築設備標準図 □ 建築設備標準図は、各設備工事の標準的工法例 （設置方法、配管方法、引込み方法、

（図書に記載、又は その他）を示しており、特記なき限り当図の施工方法を採用するものとする。

添付した場合） （建築設備標準図は、設備一般図の代替として現場での軽微な調整をする場合に運用

し易くするため、設備配管等の系統仕様をまとめたものである。）

□ 建築設備標準図に記載されている場合でも、当該物件に採用されていない設備及び接

続形態については、その部分は採用されない。

延焼範囲内の換気口等 □ 特記なき限り、延焼範囲内の換気口等で開口面積 100ｃｍ2以内のものは、スチール又

はステンレス及びアルミ（ｔ = 1.2以上）で作られた防火覆いとし、開口面積 100ｃｍ2を超

えるものについては防火ダンパー（ＦＤ）を設置するものとする。

換気設備 □ 換気設備の能力選定については、ダクト、ダンパー、防火覆い（ＶＣ・ＰＨ）等による圧力

損失を考慮した静圧を確保できるように選定する。

給排水衛生設備 □ 給排水設備の構造は建築基準法施行令に基づく衛生上の規定に準拠するとともに、

S50建告1597号及びH12建告1390号に定められた基準によるものとする。

□ 給水装置については、水道法第16条及び同法施行令第5条による基準に適合するもの

とする。

□ 給水栓等からの逆流防止措置として、有効な吐水口空間の確保又はﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶｰの

設置等を講ずるものとする。

□ 排水設備については、下水道法第10条第1項、第3項及び同法施行令第8条による基準

に適合するものとする。

□ 排水管口径と勾配については、排水負荷単位法又はSHASE-S206 の基準により算定す

る。　但し、各市町村の条例等による定めがある場合にはそれに準ずるものとする。

□ 各種配管において腐食のあそれのある部分及び当該配管の材料に応じて、土中・コンク

リート埋設配管には防食テープ等、多湿箇所にはアスファルトプライマー等の防食措置

を講ずるものとする。

ガス設備 □ 都市ガスを使用する場合には、ガス事業法第40条の4の規定に基づき施工するものとす

る。

□ プロパンガスを使用する場合には、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法第38条の2の規定に基づき施工するものとする。

□ ガス設備については、S56建告1099号に準じたガス栓の構造のものとする。

もしくは、ＪＩＳ規格に適合した過流出安全機構付きコック（ヒューズコック）を設けるものと

する。

電気設備 □ 電気設備工事については原則として、「電気事業法第39条第1項及び第56条第1項で定

める電気設備に関する技術基準を定める省令」の規定に基づき計画、施工するものとす

る。

その他 □ 第28条の2（ｼｯｸﾊｳｽ換気計算）、法第28条第2項（居室の機械換気計算）、法第28条第3

項（火気使用室の換気計算）については、別紙にて算定する。

9

7

設　備　関　係　特　記　事　項

物件名 ：

6

5

8

3

4

1

2

級建築士

項　　目　 内　　　容　（該当する項目で □ を　　ﾁｪｯｸしたものを適用する）

           

設計者：



建築物

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

建築物

建築物

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

電力引込み

電柱

道路

道路境界線

分電盤

コンセント

コンセント

分電盤へ

水栓

水栓

水栓

道
路

境
界
線

隣
地

境
界
線

隣
地

境
界
線

隣地境界線

量水器

止水栓 道路境界線

道路
給水引込み 給水本管

量水器

ガスコンセント

ガスコンセント

ガスコンセント

コック

ガス本管
道路

ガス引込み

コック 道路境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

道
路
境
界
線

止水栓

ガスメーター

ガスメーター

架空引込み

コンセント

ガス本管

給水本管

○電気設備について

電力引込み 各室の電気経路

給水引込み

○給水設備について

給水系統（直結の場合１）

ガス引込み

○ガス設備について

ガス系統

ＳＷ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

水栓

水栓

水栓

道
路

境
界
線

給水本管

量水器

止水栓

給水系統（直結の場合２）

照明設備

設計者：　　　級建築士　　　　　　　　　　　　印建 築 設 備 標 準 図 Ⅰ
建築士番号：　　　　第　　　　　　　　　　　　号



建築物

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

トラップ桝

道路

最終桝
道路境界線

立樋

立樋

汚水管接続

汚水桝

雨水桝

トラップ桝

公設桝

建築物

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

道路

最終桝
道路境界線

立樋

立樋

汚水管接続

汚水桝

雨水桝

下水本管（合流） 下水本管（分流）

雨水本管

汚
水

管
汚
水
管

汚
水
管

雨
水
管

雨
水

管

汚水公設桝 雨水公設桝

雨水管接続

排水接続（合流の場合）

○排水設備について

排水接続（分流の場合）

○器具まわりについて

台所まわり給排水

給水管

ガス管

便所まわり給排水 洗面まわり給排水

給湯管

雑排水管

浴室まわり給排水

雑排水管

給湯管

給水管

給水管

汚水管

給水管給湯管

雑排水管

ガス給湯器（屋外設置）

建築物

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

道路

最終桝
道路境界線

立樋

立樋

汚水管接続

汚水桝

雨水桝

公設桝
下水本管（分流）

汚
水
管

雨
水
管

雨水側溝

側溝放流

排水接続（雨水側溝放流の場合）

最終桝

設計者：　　　級建築士　　　　　　　　　　　　印

建築士番号：　　　　第　　　　　　　　　　　　号
建 築 設 備 標 準 図 Ⅱ


